
平
成
二
十
年
三
月
十
二
日
提
出

質

問

第

一

六

七

号

北
海
道
警
察
釧
路
方
面
本
部
鉄
道
警
察
隊
の
裏
帳
簿
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鉢

呂

吉

雄
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北
海
道
警
察
釧
路
方
面
本
部
鉄
道
警
察
隊
の
裏
帳
簿
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
年
二
月
五
日
号
付
け
で
発
売
さ
れ
た
、
写
真
週
刊
誌
「
Ｆ
Ｌ
Ａ
Ｓ
Ｈ
（
光
文
社
）
」
（
以
下
、
「
同
誌
」
と
い

う
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
釧
路
方
面
本
部
鉄
道
警
察
隊
の
一
九
八
九
年
度
の
裏
帳
簿
」
の
内
容
に
つ
い
て
政
府
に
対
し
質
問
す

る
。
な
お
、
国
会
法
第
七
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
通
り
、
質
問
主
意
書
受
領
の
日
か
ら
七
日
以
内
に
答
弁
さ
れ
た
い
。
ま

た
同
様
の
文
言
が
並
ぶ
場
合
で
も
、
項
目
ご
と
に
平
易
な
文
書
で
答
弁
さ
れ
た
い
。

一

会
計
帳
簿
に
つ
い
て

（
�
）

同
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
帳
簿
」
ら
し
き
表
（
以
下
、
「
帳
簿
」
と
い
う
）
は
、
行
政
府
及
び
関
係
す
る
機

関
・
団
体
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
出
納
簿
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
も
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。
ま
た
帳
簿
は
現
行

法
に
お
け
る
会
計
法
等
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
も
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

（
�
）
項
で
帳
簿
が
関
係
法
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
帳
簿
は
、
い
わ
ゆ
る
裏
帳
簿
の

類
と
解
し
て
よ
い
か
、
答
弁
願
い
た
い
。
裏
帳
簿
の
類
と
認
め
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
答
弁

願
い
た
い
。

（
�
）

同
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
帳
簿
の
、
作
成
者
の
調
査
、
作
成
者
へ
の
事
情
聴
取
は
行
な
っ
た
の
か
。
行
な
っ
て
い

一



な
い
、
行
な
う
必
要
が
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
を
答
弁
願
い
た
い
。

北
海
道
警
察
の
裏
金
を
告
発
し
た
原
田
宏
二
氏
（
元
北
海
道
警
察
釧
路
方
面
本
部
長
）
、
齋
藤
邦
雄
氏
（
元
北
海

道
警
察
弟
子
屈
署
次
長
）
の
両
人
は
、
裏
金
は
副
署
長
、
次
席
、
副
隊
長
が
裏
帳
簿
に
記
載
し
管
理
し
て
い
た
と
証

言
し
て
い
る
。
当
時
の
北
海
道
警
察
釧
路
方
面
本
部
鉄
道
警
察
隊
（
以
下
、
「
鉄
道
警
察
隊
」
と
い
う
）
の
副
隊
長

に
大
木
軍
平
氏
が
、
そ
の
任
に
就
い
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
同
氏
へ
の
事
情
聴
取
等
は
行
な
っ
た
の
か
。
行

な
っ
て
い
な
い
、
行
な
う
必
要
が
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
を
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

同
誌
を
読
む
限
り
に
お
い
て
は
、
帳
簿
は
関
係
法
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
日
額
旅
費
や
旅
費

と
い
っ
た
公
金
を
支
出
入
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
こ
の
行
為
は
、
不
正
経
理
と
解
せ
る
が
、
答
弁
願

い
た
い
。

二

帳
簿
に
あ
る
隊
長
渡
し
に
つ
い
て

（
�
）

同
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
帳
簿
の
十
二
月
二
十
六
日
に
は
、
「
隊
長
渡
し
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う

「
隊
長
渡
し
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
指
す
と
思
わ
れ
る
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

帳
簿
の
摘
要
に
あ
る
「
隊
長
渡
し
」
は
、
会
計
法
上
に
お
け
る
会
計
処
理
に
あ
た
っ
て
は
、
い
ず
れ
の
費
目
、
科

二



目
に
属
す
る
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

属
す
る
費
目
、
科
目
が
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
「
隊
長
渡
し
」
は
「
ヤ
ミ
手
当
」
の
類
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る

と
思
わ
れ
る
が
、
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

帳
簿
に
は
十
二
月
二
十
六
日
、
隊
長
と
さ
れ
る
人
物
（
以
下
、
「
隊
長
」
と
い
う
）
に
七
万
円
、
一
月
十
八
日
、

隊
長
に
五
万
円
を
支
出
し
て
い
る
が
、
受
領
書
の
類
は
受
け
取
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
受
領
書
の
類
は
現
存
し
て
い

る
の
か
。
受
け
取
っ
て
い
な
い
、
現
存
し
て
い
な
い
、
ま
た
受
け
取
る
必
要
が
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理

由
を
答
弁
願
い
た
い
。

ま
た
隊
長
に
対
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
目
的
を
も
っ
て
支
出
し
た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。
合
わ
せ
て
隊
長
か
ら

は
清
算
時
に
お
い
て
領
収
書
等
の
提
出
は
行
な
わ
れ
た
の
か
、
そ
れ
ら
の
行
為
を
証
明
す
る
会
計
書
類
等
の
現
存
に

つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。
受
領
書
及
び
領
収
書
、
支
出
を
証
明
し
う
る
会
計
書
類
等
が
現
存
し
て
い
な
い
、
も
し

く
は
そ
れ
ら
の
会
計
書
類
等
を
作
成
す
る
必
要
性
が
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
答
弁
願
い
た

い
。

（
�
）

警
察
組
織
に
お
い
て
、
所
属
長
な
ど
管
理
職
に
対
し
て
、
給
与
規
定
等
で
決
め
ら
れ
て
い
る
以
外
の
手
当
等
を
支

三



給
す
る
こ
と
は
あ
る
の
か
。
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
「
ヤ
ミ
手
当
」
と
も
思
わ
れ
る
「
隊
長
渡
し
」
に
つ
い
て
、
政

府
の
所
見
を
伺
う
。

三

日
額
旅
費
に
つ
い
て

（
�
）

警
察
組
織
に
お
け
る
日
額
旅
費
の
定
義
、
支
出
基
準
、
支
出
方
法
、
受
領
方
法
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

帳
簿
に
は
一
月
四
日
に
日
額
旅
費
を
支
出
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
訳
に
つ
い
て
答
弁
願
い
た
い
。

ま
た
同
日
に
支
出
し
た
六
万
六
千
円
の
日
額
旅
費
を
受
領
し
た
と
思
わ
れ
る
者
に
よ
る
、
受
領
書
等
、
会
計
書
類

の
現
存
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

受
領
書
及
び
領
収
書
、
支
出
を
証
明
し
う
る
会
計
書
類
等
が
現
存
し
て
い
な
い
、
も
し
く
は
そ
れ
ら
の
会
計
書
類

等
を
作
成
す
る
必
要
性
が
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

同
誌
に
よ
れ
ば
、
日
額
旅
費
が
適
正
に
執
行
さ
れ
ず
裏
金
と
し
て
配
分
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
指
摘
に

つ
い
て
、
政
府
の
所
見
を
伺
う
。

四

旅
費
に
つ
い
て

（
�
）

警
察
組
織
に
お
け
る
旅
費
の
定
義
、
支
出
基
準
、
支
出
方
法
、
旅
行
者
に
よ
る
受
領
方
法
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い

四



た
い
。

（
�
）

同
誌
の
帳
簿
に
は
、
旅
費
と
い
う
名
目
で
計
九
回
、
収
入
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い
る
。
い
つ
、
い
か
な
る
目
的
を

も
っ
て
の
旅
費
な
の
か
、
そ
の
内
訳
を
答
弁
願
い
た
い
。
ま
た
、
九
回
そ
れ
ぞ
れ
、
国
費
、
道
費
の
い
ず
れ
か
ら
支

出
さ
れ
た
も
の
か
、
そ
の
内
訳
を
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

帳
簿
に
あ
る
九
回
の
旅
費
収
入
は
、
い
つ
旅
行
者
に
支
出
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
な
年
月
日
、
支
出
を

受
け
た
旅
行
者
の
氏
名
な
ど
、
そ
の
内
訳
を
答
弁
願
い
た
い
。

受
領
書
及
び
領
収
書
、
支
出
を
証
明
し
う
る
会
計
書
類
等
が
現
存
し
て
い
な
い
、
も
し
く
は
そ
れ
ら
の
会
計
書
類

等
を
作
成
す
る
必
要
性
が
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

平
成
元
年
当
時
の
、
鉄
道
警
察
隊
の
人
員
を
、
階
級
ご
と
に
答
弁
願
い
た
い
。
ま
た
、
そ
の
年
に
お
け
る
出
張
回

数
と
、
支
出
し
た
旅
費
の
総
額
を
国
費
と
道
費
に
分
け
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

五

耐
久
消
費
財
に
つ
い
て

（
�
）

帳
簿
の
一
月
十
二
日
に
は
、
「
テ
レ
ビ
月
賦
代
金
」
と
し
て
三
千
四
百
円
が
支
出
さ
れ
て
い
る
。
購
入
し
た
テ
レ

ビ
の
メ
ー
カ
ー
、
一
括
購
入
し
た
場
合
の
本
体
価
格
、
割
賦
回
数
、
割
賦
に
し
た
理
由
、
割
賦
に
あ
た
っ
て
の
契
約

五



書
の
現
存
の
有
無
及
び
契
約
者
氏
名
、
ま
た
同
金
額
に
は
割
賦
手
数
料
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
、
否
か
、
含
ま
れ
て

い
る
と
す
れ
ば
手
数
料
の
金
額
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
に
つ
い
て
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

警
察
組
織
に
お
い
て
、
テ
レ
ビ
な
ど
耐
久
消
費
財
を
購
入
す
る
場
合
、
い
ず
れ
の
費
目
、
科
目
か
ら
支
出
さ
れ
る

の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

警
察
組
織
に
お
い
て
、
テ
レ
ビ
な
ど
耐
久
消
費
財
を
購
入
す
る
場
合
、
割
賦
に
よ
る
購
入
方
法
を
用
い
る
こ
と
は

あ
る
の
か
。
あ
る
と
し
た
場
合
、
主
に
ど
の
よ
う
な
耐
久
消
費
財
が
対
象
と
な
る
の
か
、
割
賦
方
法
を
用
い
る
理
由

に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。
な
い
と
し
た
場
合
、
同
誌
の
帳
簿
に
あ
る
、
一
月
十
二
日
、
「
テ
レ
ビ
月
賦
代
金
」

に
つ
い
て
の
、
政
府
の
所
見
を
伺
う
。

六

駐
車
場
料
金
に
つ
い
て

（
�
）

帳
簿
の
一
月
六
日
に
は
、
「
駐
車
場
料
金
」
と
し
て
六
千
円
が
支
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
料
金
は
車
両
一
台
分
な

の
か
、
ま
た
公
用
車
両
、
私
用
車
両
な
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

同
誌
の
記
事
の
元
に
な
っ
た
資
料
に
は
、
他
の
月
に
お
い
て
も
「
駐
車
場
料
金
（
六
千
百
八
十
円
）
」
が
毎
月
支

出
さ
れ
て
い
る
。
支
出
を
証
明
す
る
領
収
書
等
の
会
計
書
類
は
現
存
す
る
の
か
。
領
収
書
な
ど
支
出
を
証
明
し
う
る

六



会
計
書
類
等
が
現
存
し
て
い
な
い
、
も
し
く
は
そ
れ
ら
の
会
計
書
類
等
を
作
成
す
る
必
要
性
が
な
か
っ
た
と
す
る
な

ら
ば
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

鉄
道
警
察
隊
の
よ
う
な
組
織
に
お
い
て
、
公
用
車
両
が
臨
時
も
し
く
は
月
極
と
し
て
一
般
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ

と
は
あ
る
の
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
事
由
が
発
生
す
る
の
か
、
そ
の
際
、
駐
車
場
料
金

は
、
い
ず
れ
の
費
目
、
科
目
に
よ
っ
て
支
出
さ
れ
る
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

鉄
道
警
察
隊
の
よ
う
な
組
織
に
お
い
て
、
警
察
職
員
が
私
用
車
両
を
公
務
で
使
用
す
る
こ
と
は
あ
る
の
か
。
あ
る

と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
事
由
が
発
生
す
る
の
か
、
そ
の
際
、
個
人
か
ら
の
車
両
借
上
げ
な
ど
の
措

置
は
、
ど
の
よ
う
に
図
ら
れ
て
い
る
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

鉄
道
警
察
隊
の
よ
う
な
組
織
に
お
い
て
、
公
務
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
警
察
職
員
の
私
用
車
両
を
、
月
極
と

し
て
一
般
駐
車
場
に
駐
車
さ
せ
、
そ
の
駐
車
場
料
金
を
公
金
で
賄
う
こ
と
は
あ
る
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

公
務
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
用
車
両
の
駐
車
場
料
金
を
、
公
金
で
賄
っ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
行

為
は
私
的
流
用
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
政
府
の
所
見
を
伺
う
。

七

交
際
費
に
つ
い
て

七



（
�
）

帳
簿
に
は
、
一
月
十
八
日
（
お
土
産
分
担
金
九
千
三
百
七
十
五
円
）
、
一
月
二
十
六
日
（
会
食
費
五
千
六
百
三
十

四
円
）
、
一
月
二
十
九
日
（
外
勤
主
務
者
会
議
懇
親
会
費
一
万
二
千
五
百
円
）
、
一
月
三
十
日
（
通
信
指
令
課
長
懇

親
会
分
担
金
七
千
五
百
円
）
、
一
月
三
十
日
（
主
務
者
会
議
懇
親
会
タ
ク
シ
ー
代
千
八
百
円
）
と
し
て
支
出
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
支
出
を
証
明
す
る
領
収
書
等
、
会
計
書
類
は
現
存
す
る
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。
領
収
書
な
ど
支
出

を
証
明
し
う
る
会
計
書
類
等
が
現
存
し
て
い
な
い
、
も
し
く
は
そ
れ
ら
の
会
計
書
類
等
を
作
成
す
る
必
要
性
が
な

か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

警
察
組
織
は
、
交
際
費
を
ど
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

警
察
組
織
に
お
い
て
、
交
際
費
の
支
出
が
認
め
ら
れ
る
対
象
は
、
い
ず
れ
の
も
の
（
個
人
・
団
体
）
と
な
る
の

か
、
内
規
等
、
具
体
的
に
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

帳
簿
の
摘
要
に
記
載
さ
れ
て
い
る
、
「
鉄
警
新
年
会
費
（
一
月
四
日
）
」
、
「
所
属
長
新
年
会
費
（
一
月
八

日
）
」
、
「
結
婚
祝
賀
会
〃
費
（
一
月
十
二
日
）
」
、
「
お
土
産
分
担
金
（
一
月
十
八
日
）
」
、
「
鉄
、
計
懇
親
分

担
金
（
一
月
二
十
二
日
）
」
、
「
会
食
費
（
一
月
二
十
六
日
）
」
、
「
タ
ク
シ
ー
使
用
料
（
一
月
二
十
六
日
）
」
、

「
外
勤
主
務
者
会
議
懇
親
会
費
（
一
月
二
十
九
日
）
」
、
「
通
信
指
令
課
長
懇
親
会
分
担
金
（
一
月
三
十
日
）
」
、

八



「
主
務
者
会
議
懇
親
会
タ
ク
シ
ー
代
（
一
月
三
十
日
）
」
を
公
金
か
ら
支
出
す
る
行
為
は
、
私
的
流
用
と
認
め
ら
れ

る
と
思
う
が
、
政
府
の
所
見
を
伺
う
。

（
�
）

警
察
内
部
の
職
員
に
対
す
る
「
交
際
費
」
の
支
出
は
認
め
ら
れ
る
の
か
、
認
め
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
根

拠
に
つ
い
て
答
弁
願
い
た
い
。
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
前
項
に
示
し
た
帳
簿
の
摘
要
に
あ
る
、
内
部
に
対

す
る
支
出
に
つ
い
て
、
政
府
の
所
見
を
伺
う
。

八

裏
金
の
存
在
に
つ
い
て

（
�
）

同
誌
に
は
、
元
釧
路
方
面
本
部
参
事
官
兼
警
務
課
長
の
西
川
英
明
氏
が
、
「
当
時
、
各
所
属
で
裏
ガ
ネ
が
作
ら
れ

て
い
た
の
は
事
実
で
す
。
私
も
裏
帳
簿
を
つ
け
て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
」
と
語
っ
た
と
あ
る
。
西
川
氏
は
、
北

海
道
警
察
の
裏
金
疑
惑
を
告
発
し
た
元
北
海
道
警
察
釧
路
方
面
本
部
長
原
田
宏
二
氏
と
同
じ
最
高
幹
部
を
務
め
た
人

物
で
あ
る
。
そ
の
人
物
が
裏
金
と
裏
帳
簿
の
存
在
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
発
言
に
つ
い
て
、
政
府
の
所
見
を
伺
う
。

（
�
）

同
誌
に
は
、
「
裏
帳
簿
の
記
載
は
九
十
年
三
月
十
三
日
に
残
高
八
十
万
五
千
五
百
七
十
三
円
で
中
断
さ
れ
、
同
年

三
月
三
十
一
日
に
残
高
十
万
円
で
再
開
さ
れ
て
い
る
。
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
差
額
、
七
十
万
五
千
五
百
七

十
三
円
の
所
在
に
つ
い
て
の
調
査
は
行
な
わ
れ
た
の
か
。
行
な
っ
て
い
な
い
、
行
な
う
必
要
が
な
い
と
す
る
な
ら

九



ば
、
そ
の
理
由
を
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

同
誌
に
よ
る
告
発
を
受
け
、
鉄
道
警
察
隊
へ
の
調
査
が
必
要
と
考
え
る
が
、
政
府
の
所
見
を
伺
う
。

（
�
）

平
成
十
六
年
四
月
三
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
九
日
に
実
施
し
た
捜
査
用
報
償
費
等
特
別
調
査
で
は
、
鉄
道
警
察
隊

へ
の
調
査
は
行
な
わ
れ
た
の
か
。
行
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
調
査
結
果
の
内
容
に
つ
い
て
、
行
な
っ
て
い
な
い
、
行
な

う
必
要
は
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
を
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

同
誌
が
指
摘
し
た
帳
簿
及
び
記
事
に
つ
い
て
、
北
海
道
警
察
は
調
査
を
行
な
う
の
か
。
行
な
わ
な
い
と
す
る
な
ら

ば
、
そ
の
理
由
を
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

全
て
の
警
察
庁
採
用
職
員
に
対
し
て
、
「
裏
金
」
に
関
す
る
調
査
は
、
行
な
っ
た
の
か
。
行
な
っ
て
い
な
い
、
行

な
う
必
要
が
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
を
答
弁
願
い
た
い
。
ま
た
今
後
、
調
査
を
行
な
う
予
定
は
あ
る
の

か
、
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

平
成
十
六
年
四
月
三
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
九
日
の
期
間
、
北
海
道
警
察
予
算
執
行
調
査
委
員
会
は
捜
査
用
報
償

費
等
の
特
別
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。
調
査
対
象
者
は
総
数
で
一
万
千
四
百
四
十
五
人
に
及
ん
で
い
る
が
、
そ
の
中

に
は
警
察
庁
採
用
職
員
は
含
ま
れ
て
い
る
の
か
。
含
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
人
数
を
答
弁
願
い
た
い
。
調
査
対
象

一
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と
し
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
を
答
弁
願
い
た
い
。

右
質
問
す
る
。

一
一


